
社 会 福 祉 法 人 真 岡 市 社 会 福 祉 協 議 会 生 活 支 援 体 制  

整 備 事 業 運 営 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 社 会 福 祉 法 人 真 岡 市 社 会 福 祉 協 議 会 （ 以 下

「 本 会 」 と い う 。 ） が 運 営 受 託 す る 真 岡 市 生 活 支 援 体 制 整 備 事

業 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ８ 年 真 岡 市 告 示 第 ６ ４ 号 ） に 規 定 す る 生 活

支 援 体 制 整 備 事 業 の 円 滑 な 運 営 を 行 う た め 、 必 要 な 事 項 を 定 め

る 。  

 （ 事 業 内 容 ）  

第 ２ 条  本 会 は 、 地 域 に お け る 高 齢 者 等 の 日 常 生 活 上 の 支 援 体 制

の 充 実 及 び 強 化 の た め 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と す る 。  

( 1 )  生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 配 置  

( 2 )  日 常 生 活 圏 域 を 範 囲 と し た 協 議 体 の 設 置 及 び 運 営  

 （ 生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 配 置 ）  

第 ３ 条  本 会 は 、 生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー （ 以 下 「 コ ー デ ィ ネ

ー タ ー 」 と い う 。 ） を 配 置 し 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 等 と の 連

携 に よ り 、 地 域 に お け る 生 活 支 援 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス （ 以 下 「

生 活 支 援 等 サ ー ビ ス 」 と い う 。 ） の 提 供 体 制 の 整 備 を 推 進 す る

た め に 次 に 掲 げ る 取 組 を 行 う も の と す る 。  

( 1 )  地 域 に 不 足 す る サ ー ビ ス の 創 出 及 び サ ー ビ ス の 担 い 手 の 養    

 成  

( 2 )  関 係 者 間 の 情 報 共 有 及 び サ ー ビ ス 提 供 主 体 間 の 連 携 の 体 制

づ く り  

( 3 )  地 域 の 支 援 の ニ ー ズ と 提 供 主 体 の 活 動 の マ ッ チ ン グ   



( 4 )  地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム 推 進 協 議 会 及 び 個 別 地 域 ケ ア 会 議 へ

の 参 画  

（ 協 議 体 の 設 置 及 び 運 営 ）  

第 ４ 条  本 会 は 、 コ ー デ ィ ネ ー タ ー と 地 域 の 生 活 支 援 等 サ ー ビ ス

の 提 供 主 体 等 が 参 画 し 、 定 期 的 な 情 報 共 有 及 び 連 携 ・ 協 働 に よ  

る 資 源 開 発 等 を 推 進 す る こ と を 目 的 と し た ネ ッ ト ワ ー ク と し て 、

日 常 生 活 圏 域 に 協 議 体 を 設 置 す る 。  

 （ 所 掌 事 項 ）  

第 ５ 条  協 議 体 の 所 掌 事 項 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

 ( 1 )  地 域 の ニ ー ズ の 把 握 に 関 す る こ と 。  

 ( 2 )  情 報 の 可 視 化 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

 ( 3 )  企 画 、 立 案 及 び 方 針 の 協 議 に 関 す る こ と 。  

 ( 4 )  地 域 づ く り に お け る 意 識 の 統 一 に 関 す る こ と 。  

 ( 5 )  資 源 開 発 に 関 す る こ と 。  

 ( 6 )  そ の 他 、 生 活 支 援 等 サ ー ビ ス の 提 供 体 制 の 整 備 に 必 要 な 事

項 。  

２  協 議 体 の 構 成 は 、 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 、

そ の 他 関 係 者 等 地 域 の 実 情 に 応 じ た も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


